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身寄りのない方が亡くなられた際の火葬等に係る費用に充当するための預貯金

の払戻依頼に係る「様式案」について（周知） 

身寄りのない方が亡くなられた際の火葬等の費用に遺留金を充当する場合の

取扱いについては、「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの

手引」（厚生労働省・法務省 令和５年７月改訂版。以下「手引」という。）にお

いてお示ししているところです。 

今般、厚生労働省及び法務省において、別添１のとおり手引を改訂し、身寄り

のない方が亡くなられた際の火葬等に係る費用に充当するための預貯金の払戻

に際して、金融機関宛て依頼するための「様式案」を盛り込んでおります（別添

２参照）。当該「様式案」は、各金融機関の共通のニーズも踏まえて策定したも

のであるため、執務の参考として活用を検討いただくとともに、管内市区町村に

対する周知方よろしくお取り計らい願います。なお、各地方公共団体や各金融機

関のニーズにあわせて当該「様式案」と異なるものを使用いただくことを妨げる

ものではありません。また、本件は「令和６年地方分権改革に関する提案募集」

における地方公共団体からの提案も踏まえた対応になります。 

併せて、各金融機関に対してもこの結果を送付し、引き続き、地方公共団体に

おける身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金引出しに係る事務に関する

協力を依頼していることを申し添えます。 

（別添１）「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引（改
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訂版）」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001518889.pdf 

 

（別添２）払戻の「様式案」 

https://www.mhlw.go.jp/content/001520455.pdf 

 

（参考）身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引（令和５

年版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001520457.pdf 

 


